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社会保障の在り   方に関する懇談会 

款 理 における議論の 互 



社会保障の在り 方に関する懇談会に 

おいて平成 16 年上 2 月 8 日 ( 水 ) に 

とりまとめられた「議論の 整理」を 墓 

に 厚生労働省の 責任において 作成 

社会保障の在り 方に関する懇談会における 議論の整理 要旨 

1. 社会保障の一体的見直しの 考え方 

( 基本的考え方 ) 

0  個々の制度のみならず、 全体を見通して、 社会保障制度の 一体的な見直しに 取り組まな 
けれ は ならない。 

0  個別の制度を 見直し、 積み上げた結果で 社会保障制度全体の 規模を論じるとする 意見、 
社会保障給付の 在り方と税・ 保険料を含めた 負担の在り方について 一体的に議論すべきと 
する意見、 社会保障制度全体の 規模を管理することにより 持続可能な制度を 作っていくべ 
きとの意見。 

0  居住費や食費の 給付の重複調整など、 各制度の役割や 相互関係の調整が 必要。 

( 潜在的国民負担率 ) 

0  持続可能という 観点からは、 社会保障給付全体の 伸びを経済成長に 見合う程度に 抑制す 
るなど潜在的国民負担率 50% 程度を上限として 定めることが 適当とする意見があ る一方   
まずは社会保障のあ るべき姿や制度の 効率化の議論をすべきであ るなど、 潜在的国民負担 
率 5 0% 程度という上限先にあ りきの議論は 適当でないという 意見。 

2. 公的年金一元化 

( 一元化の意義 は ついて ) 

0  公的年金制度の 一元化は、 将来的な選択肢の 一 つ 。 

( 一元化の課題、 議論の進め方について ) 

0  国民年金と被用者年金の 一元化における、 被用者と自営業者等との 相違点についての 条 
件整備、 専業主婦やパート 労働者などの 非正規労働者への 年金適用の在り 方といった問題。 
また、 納税者番号制度を 導入すべきという 意見と、 納税者番号制度は 所得把握に明らかに 
限界があ るとの意見。 

( 税 方式と社会保険方式による 基礎年金の在り 方について ) 

0  基礎年金を全額 税 方式に改めることについては、 空洞化問題の 解決や医療，介護保険制 
度の給付と負担、 国 ・地方財政の 状況も踏まえて 検討する必要、 といった意見があ る一方、 
税方式でほ負担しない 者へも給付を 行 う こととなり，不公平惑を 増す、 保険料未納・ 末弘 
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い 問題の解消のために 親方式にするのは 本末転倒といった 意見。 

8. 介護保険 

( 給付の重点化・ 効率化 ) 

0  介護保険制度については、 給付を効率化、 重点化し、 制度を持続可能なものとすること 
が 適当で、 改革を早急に 実施することが 必要。 

( 被保険者・受給者の 範囲 ) 

0  被保険者・受給者の 範囲については、 若者層の介護は 保険に馴染まず、 税で行うべき、 
障害者支援 費 制度が発足してから 1 年半しか経っておらず、 慎重に対応すべきといった 意 
見 があ る一方、 介護を真に必要とする 人を国民全体で 支える普遍的な 仕組みに変えていく 
ことが望ましいといった 意見。 

4 、 介護保険制度に 関連する医療制度、 中央社会保険医療協議会の 在り方 

( 介護保険制度に 関連する医療制度 ) 

0  生活習慣病対策等、 予防重視型システムへの 転換や年金、 社会的入院の 解消に向けた 医 
療と介護との 分担・連携を 進め、 給付を効率化、 重点化することが 必要。 

( 中央社会保険医療協議会の 在り方 ) 

0  中医協については 国民の信頼を 回復するため、 改革に向けた 取組が必要であ り、 中医協 
の 委員の構成などその 基本的な在り 方について、 第三者による 検討評価を行うことが 必要。 

これに関連して、 そもそも当事者であ る中医協が在り 方を検討するのではなく、 第三者の 
目で早急に改革案を 検討することが 必要であ るとの意見。 

5, 生活保護 

0  自立した生活を 営めるような 方向に向けた 取組を進めて い くことが必要。 

0  年金とは、 趣旨・目的が 違 う ので単純な比較をすることは 適当でない、 生活保護を身の 
丈に合った形に 見直す方向で 議論することが 必要といった 意見。 

6. 少子化対策 

0  少子化の進展が 社会保障制度はもとより 今後の我が国の 経済・社会全体に 及ぼしていく 
影響は大変に 大きなもの、 雇用や経済を 含めた幅広い 社会経済環境の 整備や高齢者関係 給 
付の比重の高い 社会保障制度の 見直しをはじめとする 少子化対策に 取り組むことが 必要。 
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社会保障の在り 方に関する懇談会における 議論の整理 

～ 第 1 回から第 5 回までの詰論を 踏まえた整理～ 

「社会保障の 在り方に関する 懇談会 ( 以下「懇談会」という。 ) 」は、 「社会保障制度 

を将来にわたり 持続可能なものとしていくため、 社会保障制度全般について、 税、 保険 

料等の負担と 給付の在り方を 含め、 一体的な見直しを 行 う 必要があ る」との問題意識の 

下 、 本年 7 月 30 日に第「口目の 会合が開催され、 以降、 本日まで 5 回にわたり、 社会 

保障について 制度全般にわたる 議論を行ってきたところであ る。 

これまで、 社会保障の一体的見直しに 関する視点の 議論から始め、 年金一元化、 介護 

保険制度改革やこれに 関連する医療制度改革・ 生活保護、 少子化対策等について 一通り 
議論してきた。 本文はこれまでに 行われた議論を 現時点で整理したものであ り、 今後、 

医療保険制度改革も 含めて更なる 議論を行い、 経済社会とバランスが 取れ、 長期的な持 
続 可能性を踏まえた 社会保障給付全体の 規模や税・保険料を 含めた負担の 議論に進むこ 

ととしたい。 

1. 社会保時の一体的見直しの 考え方 

( 基本的考え方 ) 

0  急速な少子高齢化が 進む中で、 年金、 医療、 介護、 生活保護等の 社会保障制度は、 
給付の面でも 負担の面でも 国民生活にとって 大きなウエイトを 占めてきており、 家計 

や企業の経済活動に 与える影響も 大きくなっている。 このため社会保障制度に 関する 
国民の関心は 高まり、 また世代間の 不公平の是正や 持続可能性を 確保することが 重要 
になってきている。 このような点を 認識して、 個々の制度のみならず、 全体を見通し 

て、 社会保障制度の 一体的な見直しに 取り組まなければならない。 

0  社会保障と経済・ 財政との両立を 図る必要があ るが、 その際、 個別の制度見直しと 
社会保障制度全体の 規模やその負担との 関係については、 個別制度の合理化に 関する 

見直しを積み 上げた結果で 社会保障制度全体の 規模を論じるとする 意見と、 社会保障 
給付の在り方と 税・保険料を 含めた負担の 在り方については 一体的に議論すべきとす 

る意見と、 社会保障制度全体の 規模をあ らかじめ設定し 、 個々の制度の 合理化に関す 

る 見直しを進めるべきとの 意見や社会保障とマクロ 経済との整合性を 重視し複数年 

次を通して社会保障制度全体の 規模を管理することにより 持続可能な制度を 作って 

いくべきとの 意見があ った。 

0  社会保障制度の 一体的な見直しを 進めるに当たり ，年金と介護等の 居住費や食費の 

給付の重複調整、 高齢者の社会的入院の 解消に向けた 医療と介護の 役割分担など、 各 
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制度の役割や 相互関係の調整が 必要であ る。 そのための基盤整備として、 社会保障・ 

社会福祉制度に 共通する個人番号 制 と個人別勘定の 仕組みを設けるべきであ るとの 
意見があ った。 

0  その際、 可能な限り早く 改革工程表の 全体像を示し、 消費税を含む 税制の抜本改 

革の時期に合わせて 改革に着手すべきであ るとの意見があ った。 

0  また、 一体的な見直しを 進めるに当たっては、 地方の視点を 意識すべきとの 意見 

があ った。 

( 自助・共助・ 全功 ) 

0  自助、 共助、 公助の組み合わせによって 、 我が国の福祉社会は 形作られるべきもの 

であ り、 その中で社会保障は 大きな役割を 果たすものであ る。 この考え方に 関しては、 

社会保障全体で 政府が受け持っ 分野と民間又は 個人が受け持っ 分野をきちんと 確立 

し、 自助を前提として、 民間活力の活用による 健康・福祉関連産業の 発展・高度化等 

や シニア層の社会参画・ 就労機会の拡大等を 通じて、 民間又は個人で 対応できる部分 
は 自ら対応した 上で、 これを共助が 補完し、 介助 は ラストリゾー ト ( 最後の拠り所Ⅰ 

として位置付けるのが 適切との意見があ る一方、 まず公功を下支えとして 共助の部分 

を 拡大し、 その上で自助の 役割を考えるという 意見もあ った。 

( 潜在的国民負担率 ) 

0  潜在的国民負担率については、 「基本方針 2004 」で「例えば 潜在的国民負担率 

で見て、 その目途を 5 0% 程度としっ っ 、 政府の規模の 上昇を抑制する」と 閣議決定 

されている。 
この点については、 先進国間、 先進国と発展途上国との 競争が激化する 中で、 企業 

活動の海外シフトといったことにより 日本経済の活力を 損なうおそれがあ ること、 ま 

た 、 持続可能性という 観点からは身の 丈に合った制度でなけれ ば ならず、 社会保障 給 

付 全体の伸びを 経済成長に見合う 程度に抑制し、 社会保障の各制度を 設計する必要が 
あ ること、 など潜在的国民負担率 50%HO 程度を上限として 定めることが 適当とする意 

見があ った。 
一方、 給付を切り下げ 過ぎると将来の 生活不安を増長すること、 潜在的国民負担率 

と経済成長との 関係は実証的にも 明確ではなく、 潜在的国民負担率が 50% を超えて 
いても資本集約型から 高付加価値型産業にシフトすることなどにより 経済が安定的 

に 成長している 国もあ り、 まずは社会保障のあ るべき姿，各制度の 効率化、 制度間調 

整の議論をすべきであ ることなど、 潜在的国民負担率 50% 程度という上限先にあ り 

きの議論は適当でないという 意見があ った。 
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0  社会保障給付・ 負担全体の大きさをどの 程度とすべきかは、 国民選択の問題であ る 

とも考えられ、 いずれにせよ 50% 程度に抑制した 場合の給付水準や 自己負担がどの 

程度になるかなど「この 程度の給付の 場合はこの負担」という 選択肢を、 国民の眼に 

見える家計レベルの 形で提示し、 議論をすることが 適当であ るという意見があ った。 

2. 公的年金一元化 

( 一元化の意義について ) 

0  公的年金制度の 一元化については、 財政の安定性、 ライフスタイルに 対する中立性、 

制度間の公平性、 制度の利便性 ( 分かりやすさ ) 並びに管理運営及び 事務費の効率性 

などの観点から、 将来的な選択肢の 一 つ であ る。 

( 一元化の課題、 議論の進め方について ) 

0  国民年金と被用者年金の 一元化に当たっては、 高齢 ( 退職 ) 所得リスクの 違い、 所 

得形態及び納付形態の 違い、 保険料賦課基準所得の 定義の違いといった 被用者と自営 

業者等との相違点を 解消するという 条件整備が不可欠であ るほか、 自営業者等に 所得 

比例保険料負担を 求めることに 賛同が得られるか 疑問との意見、 専業主婦 ( 第 3 号被 

  保険者 ) やパート労働者などの 非正規労働者への 年金適用の在り 方といった問題があ 

るとの意見があ った。 

0  被用者と自営業者等の 所得把握に関して、 納税者番号制度を 導入すべきとの 意見と、 

自営業者の所得把握に 納税者番号制度は 明らかに限界があ るとの意見があ った。 

0  厚生年金と共済年金 は 給与所得者を 対象とするなどの 点で共通点があ り、 一元化は 

比較的容易と 考えられるため、 まず、 これらの一元化を 実現するべきとの 意見があ っ 

た @ 。 

0  共済制度は、 年金一元化という 観点のみで考えるべきではなく、 公務員の職務や 身 

分の特殊性に 鑑みて、 その独自性も 十分に踏まえて 検討していく 必要があ るとの意見 

があ った。 

0  一元化に際しては、 職域あ るいは地域が 保険者機能を 担うなど、 あ る程度の分立と 

拠出者や被保険者による 自主的な運営を 尊重しつつ、 制度間調整によって 負担・給付 

格差を是正するという 分権 的な一元化の 手法を併せて 検討するべきとの 意見があ っ 

た @O 
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0  国民年金保険料の 収納対策の徹底を 図り、 国民年金サイドでの 一元化への基盤を 整 

備することを 急ぐべきとの 意見があ った。 

( 税 方式と社会保険方式による 基礎年金の在り 方について ) 

0  基礎年金を全額 税 方式に改めることについては、 揺るぎない 昔 年金制度の確立は 、 

空洞化問題の 解決抜きでは 図れないこと、 少子高齢化が 進む中でも維持可能な 安定的 

な制度を確立する 必要があ ることなどから 導入すべきであ ること、 また、 その際の進 

め方について、 被用者年金をまず 一元化し、 将来的には 1 階は消費税を 中心とする 税 

方式、 2 階は所得比例方式とするが、 財源の在り方、 移行時期などについては、 年金 

  制度だけでなく、 医療，介護保険制度改革の 給付と負担、 国 ・地方財政の 状況も踏ま 

えて検討する 必要があ ること、 などの意見があ った。 さらにこれに 関連して、 厚生年 

金保険料率は「 5% を上限とすべきとの 意見せ、 年金財政悪化時に 給付で調整する 方 
式を導入すべきとの 意見があ った。 

一方、 社会保険方式には 負担・給付関係の 明確性、 被保険者の参加意識、 自主自立 
の精神などを 確保できるというメリットがあ り、 税 方式では生活保護との 違いが不明 
確になる上に 負担しない者へも 給付を行うこととなり、 不公平感を増すことになるこ 

と 、 保険料未納，未払い 問題の解消のために 税 方式にするのは 本末転倒であ ること、 

保険料の全廃と 相当分の税率引上げは 国民的な感覚として 容易に受け入れられると 
思えないことなどから、 慎重であ るべきという 意見があ った。 

0  このほか、 現行の国民年金の 保険料の徴 qx については・ 地方税務当局との 連携・ 協 

力 が不可欠であ る、 地方自治体にゆだれて 国民健康保険料と 一緒に徴収する 制度に改 
めるべきといった 意見があ る一方、 徴収率の低下を 理由に地方税務当局が 関与すべき 
とすることは 適当ではないとの 意見があ った。 

3. 介護保険 

( 給付の重点化，効率化 ) 

0  介護保険制度については、 予防重視型システムへの 転換や在宅サービスと 施設サー 

ビスの間の負担の 不均衡や年金給付との 重複の是正といった 観点からの施設給付の 

見直しを早急に 進めることにより、 給付を効率化、 重点化し、 制度を持続可能なもの 

とすることが 適当であ り、 こうした改革を 早急に実施することが 必要であ る。 

0  介護保険の自己負担割合については、 公の財源で負担すべき 部分には制限があ って 
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しかるべきであ り、 現在の自己負担「割を 見直すことを 検討すべきという 意見があ る 

一方、 利用者負担の 上限があ る現行制度の 下では、 利用者負担の 一律引上げは 施設志 
向を加速するおそれがあ り、 慎重に考えるべきとの 意見があ った。 また、 施設給付の 

見直しについては 更に効率化の 余地があ るのではないか、 給付の伸びについて 明確な 

目標を設定すべきではないかという 意見があ った。 

( 被保険者・受給者の 範囲 ) 

0  被保険者・受給者の 範囲については、 若者層の介護は 保険に馴染まず、 税で行うべ 

きであ り、 また、 国民年金と同様に 保険料未納の 間 題 が起きかれないこと、 障害者 

支援 費 制度が発足してから 1 年半しか経っておらず、 その実績と内容を 精査した 上 

で 考えるべきであ ること、 対象年齢の拡大の 前に徹底した 給付の効率化をまず 考え 
るべきであ ることなどから 慎重に対応すべきという 意見があ る一方、 年齢、 原因等 

の違いを問わず、 真に介護を必要とする 人を国民全体で 支えていく、 という普遍 的 

な 仕組みに変えていくことが 望ましいことなどから 段階的に拡大を 考えるべきとい 

う意見があ った。 

4. 介護保険制度に 関連する医療制度、 中央社会保険医療協議会の 在り方 

( 介護保険制度に 関連する医療制度 ) 

0  見直しに当たっての 基本的な考え 方としては、 生活習慣病対策等、 予防重視型シス 

テム への転換や年金、 社会的入院の 解消に向けた 医療と介護との 分担・連携を 進める 

ことにより、 給付を効率化、 重点化し、 持続可能なものを 目指すことが 必要であ る。 

( 中央社会保険医療協議会の 在り方 ) 

0  中医協については 国民の信頼を 回復するため、 改革に向けた 取組が必要であ り、 中 

医 協の委員の構成などその 基本的な在り 方について、 第三者による 検討評価を行うこ 

とが必要であ る。 これに関連して、 そもそも当事者であ る中医協が在り 方を検討する 
のではなく、 第三者の目で 早急に改革案を 検討することが 必要であ るとの意見があ っ 

た   

5. 生活保護 

0  生活保護の対象となっている 世帯が生活保護から 脱却し、 自立した生活を 営めるよ 

う になることは 望ましいことであ り、 そうした方向に 向けた取組を 進めていくことが 

必要であ る。 
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0  具体的な見直しに 当たっては、 生活保護制度は ，現下の多様な 問題を抱える 家族の 
増加に対応するための 経験豊かな専門職員の 人材育成が必要ではないか、 保護率の地 

域格差が最大で「 0 倍に上っていることを 踏まえ、 制度の構造的な 欠陥があ るのでは 

ないか、 真に必要な世帯が 保護を受けているのか 検討が必要ではないか、 施策の効果 

の検証も含めて 各自治体での 運営の適正化を 促す必要があ るのではないか、 といった 

課題を検討することが 必要であ る。 なお、 給付水準、 制度設計は国の 責任で行われて 

おり、 今後もそ う あ るべきとの意見があ った。 

0  年金との関係については、 その趣旨・目的、 給付対象者が 大きく異なっていること 

から給付水準について 単純な比較をすることは 適当でないことを 理解する必要があ 

る。 ただし、 給付額について、 保険料を支ねってきた 年金の方が高くてしかるべきだ 

が 、 実際にはかなり 接近しており、 生活保護を身の 丈に合った形に 見直す方向で 議論 

することが必要であ るとの意見があ った。 

6. 少子化対策 

0  少子化の進展が 社会保障制度はもとより 今後の我が国の 経済・社会全体に 及 [ まして 

いく影響は大変に 大きなものであ り、 少子化の流れを 変えるため、 雇用や経済を 含め 

た幅広い社会経済環境の 整備や高齢者関係給付の 比重の高 い 社会保障制度の 見直し 
をはじめとする 少子化対策に 取り組むことが 必要であ る。 

0  今後の少子化対策の 在り方を検討する 際の具体的な 視点としては、 出産後の職場復 
帰の促進や夫婦で 子育てする環境の 整備など幅広く 働きながら子どもを 生み育てや 
すい雇用・就労環境に 作り変えるという 視点を持っことが 必要であ り、 子育て支援 サ 

一ビ ス や 雇用の分野の 取組のみならず、 男女の役割分担に 関する意識や 子どもを産み 

育てていくことに 生きがいを見出す 価値観など、 幅広く企業や 国民の意識の 改革とい 
った様々な取組も 必要であ る。 
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・改革案のとりまとめ ・子ども・子育て 応援 プ 

年金改正法附則   ほ ついて十分検討 
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社会保障の在り 方に関する懇談会の 開催について 

（ 

平成「 6 年 7 月 2 7 田 

内閣官房長官決裁 
） 

「．趣旨 

社会保障制度を 将来にわたり 持続可能なものとしていくため、 
社会保障制度全般について、 税、 保険料等の負担と 給付の在り方を 含 
め、 一体的な見直しを 行 う 必要があ る。 このため、 有識者の参加を 得っ 
っ、 「社会保障の 在り方に関する 懇談会」 ( 以下「懇談会」という。 ) 
を 開催する。 

2. 検討事項 

(1 ) 社会保障の基本的考え 方 

・社会保障制度の 国民生活における 基本的役割 

・制度の持続可能性、 経済や雇用との 関係、 家族や地域社会の 
在り方 

(2) 給付と負担の 在り方 

・中期的な観点からの 社会保障給付費の 目標 

， 税 ・保険料の負担や 給付の在り方 
，公的に給付すべき 範囲の在り方 

，各制度間の 調整の在り方 

(3) 制度の在り方 
・年金制度の 体系の在り方 

・効率的な制度運営の 在り方 

(4) その他 

3. 構成 

い ) 懇談会は、 内閣官房長官、 内閣府特命担当大臣 ( 経済財政政策 ) 、 
総務大臣、 財務大臣、 厚生労働大臣及び 経済産業大臣並びに 別紙に 

掲げる者により 構成する。 

(2) 懇談会は、 内閣官房長官が 主宰し、 厚生労働大臣がこれを 補佐す 
る 。 

(3) 懇談会は、 必要に応じ、 関係大臣その 他関係者の出席を 求めるこ 

とができる。 

4. その他 

懇談会の庶務は、 内閣官房において 処理する。 
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社会保障の在り 方に関する懇談会 名簿 

有 弘光 ( 税制調査会会長 ) 

笹森 清 ( 日本労働組合総連合会会長 ) 

潮合 義子 ( 熊本県知事 ) 

杉田 亮毅 ( 日本新聞協会理事 ) 

四室 泰三 ( 日本経済団体連合会副会長 ) 

( 座長 )  宮島 洋 ( 社会保障審議会年金部会長 ) 

[ 政府側 ] 

内閣官房長官 

内閣府特命担当大臣 ( 経済財政政策 ) 

総務大臣 

財務大臣 

厚生労働大臣 

経済産業大臣 
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平成 16 年 

7 月 

8 月 

9 月 

Ⅰ O 月 

ⅠⅠ 月 

12 月 

平成 17 年 

平成 18 年 

  
平成 19 年 

ワ   

  
  

  

  

・第 1 回 (7 月 30 日 ) 

フリート一キンバ ， 

・第 2 回 (9 月 10 日 ) 

社会保障の一体的見直しについて 
年金一元化について 

・第 3 回 
介護保険制度改革について 
医療保険制度改革について 

・第 4 回 
生活保護・少子化対策について 

  第 5 回 
  議論整理 

骨太の方針 2004 
平成 16 年中に、 社会保障制度の 課題についての 論点整理を行 う 。 

・新 新 エンゼルプランの 策定   
; ン ) を 策定 ( 少子化社会対策大綱 ) 
    

・介護保険制度の 見直し 
      

・医療保険制度の 見直し 
減税の縮減、 廃止 
に 併せて，三位一 

@ 抜本的見直し ( 与   
骨太の方針 2004 

免税制改正大綱 ) 

社会保障制度の 見直しの課題について、 重点強化期間内 ( 平 
成 18 年度まで ) を目途に結論を 得る 

  

平成 19 年度目途に、 年金、 医療，介護等の 社会保障給付全般に 要する費用の 見直 
し等を踏まえっ っ 、 消費税を含む 抜本的税制改革を 実現 ( 与党税制改正大綱 ) 




